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「平成22年度診療報酬改定の基本方針」の送付について

　昨日12月8日に開催されました第37回社会保障審議会医療保険部会にお

きまして、平成22年度診療報酬改定の基本方針が、別紙のとおり、とりまと

められたことが報告されましたので、取り急ぎご連絡申し上げます。

平成22年度の診療報酬改定に対する基本方針のとりまとめにつきましては、

本年7月より社会保障審議会医療保険部会および医療部会のそれぞれにおいて

議論が行われ、医療保険部会におきましては、11月25日に開催されました

第35回医療保険部会において、基本方針（案）を概ね了承し、医療部会の議

論を待って、その後の調整は部会長に一任していたところであります。

今後、本基本方針に沿って、中央社会保険医療協議会において、より具体的

な診療報酬項目に関する議論が行われることとなります。

＜添付資料＞

【第37回社会保障審議会医療保険部会　資料（平20．12．8）】

　○平成22年度診療報酬改定の基本方針
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平成22年度診療報酬改定の基本方針

〔繋擬織勾

1　平成22年度診療報酬改定に係る基本的考え方

1．基本認識・重点課題等

O　医療は、国民の安心の基聲であり・国民一人一人が巧要とする医療を適切

　　に受けられる環境を整備するため、医療提供者や行政、保険者の努力はもち

　　ろんのこと、患者や国民も適切な受診をはじめとする協力を行うなど、各人

　　がそれぞれの立場で不断の取組を進めていくことが求められるところであ

　　る。

O残が国の医療費が国際的にみてもGDPに対して極めて低群にあるな，

　　かで、これまで医療現場の努力によりく効率的で質の高い医療を提供してさ’

　　たところであるが、高齢化の進展による患者増などにより、医療現場は疲弊

　　してきている。

O　前回の診療報酬改定においても、こうした医療現場の疲弊や医師不足など

　　の課題が指摘される中で所要の改定が行われたところであるが、これらの課

　　題は必ずしも解消しておらず、我が国の医療は甲、依然どして危機的な状況に

　　置かれている。　　　　　　　　　‘

　○　このような状況については、前回改定の改定率が必ずしも十分でなかった

　　ために、医療軍場が揮える各種の課題が解消できなかったと考えられること

　　から、今回の改定においては、医療費全体の底上げを行うことにより対応す

　　べきであるとの意見があった。一方で》賃金の低下や失業率の上昇など、国

　　民生活も厳しい状況に置かれオおり、また、保険財政も極めて厳しい状況に

　　ある中で、医療費全体を引き上げる状況にはなく、限られた財源の中で、医

　　療費の配分の大幅な見直しを行うことにより対応すべきとの意見があらた。

　　また、配分の見直しのみでは医療危機を食い止めることは困難なところまで

　　きているのでぐ今回は医療費全体の底上げと配分の見直しの両者により対応

　　すべきとの意見があった。
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○　このような議論を踏まえた上で、平成22年度診療報酬改定にお恥ては、

r救塾、産科、小児、外科等の蓐瘡の再建」及び「一
（医療従事者の増　に努める医療機　への支援）」を改定の重点課題として

　取り組むべきである。

○　また、その際醇は、診療報酬だけで現在の医療が抱える課題の全てを解決

できるものではないことから、診療報酬が果たすべき役割を明確にしっっ、

　地域特性へゐ配慮や使途の特定といった特性を持つ補助金をけじめとする

　他の施策との役割分担を進めていくべきであ1る。

2．改定の視点

○　「救急、産科、小児》外科等の医療の再建」、「病院勤務医の負担φ軽減（医

　療従事者の増員に努める医療機関への支援）」といった重点課題以外にも、

　　がん対策や認知症対勲ど・国即安費安全を確保していく観点から充実

　　が求められている領域も存在している。

　　　このため・r充実が求め、られる領域　適切に評価していく　点」を今回の

診療報酬改定の視点の一つとして位置付けるべきである。

○　一方、医療は1これを提供する側と受ける側との協働作業であり、患者が

　搭要な情報に華づき納得した上で医療に参加していける環境を整えること

　や・安全である，ことはもちろん、生活の質という観点も含め《患者一人一人

　の心身の状態にあった医療を受けられるようにすることが求められる。

　　このため、r患者から見て分かり’やすく納　でき、一安心一・安全で、生活の

　質にも軍卑し≧医療を実現する　点」を今回の診療報酬改定の視点の一つと

　して位置付けるべきである。

○　ま牽、患者の視点に立つ左場合、質の高い医療をより効率的に受けられう

　ようにすることも求められるが・これを実現すうためには・国民一人一人が

　日頃から自らの健塵管理僻気を付けることはもちろ々のこと・生活習慣病等

　の発症を予防する保健施策との連携を図るとともに、医療だけでな＜、介護

　も含めた機能分化と連携を推進していくことが必要である。

　　このため、「医療と介一の機能分化と連携の推進等を通じ七、質が高く効

一」を今回の診療報酬改定の視点の一つとして位置
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　付けるべきである。

○　珠に、医療を支える財源を考えた場合、医療費は保険料や公費、患者負担

　を財源としており、国民の負担の軽減の観点から、効率化の余地があると思

　われる領域については、その適正化を図ることが求められる。

　　このため、「効率化の余地があると思われる領域を適正化する視点」を今

回の診療報酬改定の視点の一づとして位置付けるべきである。

皿　平成22年度診療報酬改定の基本方針（2つの重点課題と，4つの視点から）

・1．重点課題

（1）救急、産科、小児、外科等の医療の再建

○　残が国の医療が置かれている危機的な状況を解消し、国民に安令感を与え

　る医療を実現していく之めには、それぞれの地域で関係者が十分に連携を図

　りっつ、救急、産科、小児、．外科等の医療を適切に提供できる体制をさらに

　充実させていくことが必要である。

○　このため、地域連携による救急患者の受入れの推進や、小児や妊産婦を含

　めた救急患者を受け入れる医療機関に対する評価、新生児等の救急搬送を担う

　医師の活動の評価や、急性期後の受け皿としての有床診療所も含めた後方病

　床・在宅療養の機能強化、手術の適正評価などについて検討するべきである。

（2）病院勤務医の負担の軽減（医療従事者の増員に努める医療機　への支援）

○　また、救急、産科、小児、外科等の医療を適切に提供できる体制を充実さ

　せていぐためにも、これらの医療の中心的役割を担う病院勤務医の過酷な業

　務に関する負担の軽減を図ることが必要で為り、その左めには、これらの医

療を担う医療機関の御者の確保や増員・さらには定着を図紋とが出来る

　ような環境を整備することが必要である。

○　このため、看護師や薬剤師等医師以外の医療職が担う役割の評価や、看護

　補勇者等医療職以外の職員が担う役割の評価など、入院医療の充実を図る観

　点からの評価について検討するとともに、医療クラークの配置の促進など、

　医師の業務そのものを減少させる取組に対する評価などについて検討する

　べきである。

」
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○　また、診療所を含めた地域の医療機関や医療・介護関係職種が、連携しつ

　っ、それぞれの役割を果たしていけるような仕組みが適切に機能することが、

病院勤務医の負担の軽榔つながる構えられることかう・この睡蹴え

　た診療報酬上の評価について検討するべきである。

2．4つの視点

→（1）充実が求められる領域を適切に評価していく視点

○　国民の安心・安全を確保していくためには、我が国の医療の中で充実が求

　められている領塚については、診療報酬においても適切に評価していく．こと，

　が求められる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

○　’このため、がん医療の推進や認知症医療の推進、新型インフルエンザや結

　核等の感染症対策の推進や月干炎対策の推進、質の高い精神科入院医療の推進

　や歯科医療の充実などに対する適切な評価について検討するべきである。

O　一方・手術以外り医療技術の適正評価についても検討するとともに、新し

　い医療技術や医薬品等については、イノベーションの適切な評価について検

　討するべきである。

（2）患者からみて分かりやすく納得でき、安心・安全で、生活の　にも配慮した

医一　　　　　　　．　け　　　　　　　，
○　医療は、これを提隣する側と受ける側との協働作業であり、患者の視卓に

・立った場合・分かりや駅て納得でき・安心・安全で・生活の輩にも配慮し

　た医療を実現することが求ゆられる。

○　このため・医原の透明化や・診療報酬を患者等に分かりやすいものとする

　ことなどを検討するほか、医療安全対策の推進や、患者一人一人の心身の特

　性や生活の質に配慮した医療の実現、疾病の重症化予防などに対する適切な・

評価について検討するべきである。－

（3）医　と介昏の機能分化と連携の推進等を通じて、質が高ぐ効率的な医療　実

・現する視点

○　患者一人一人の心身の状態にあった質の高いサービネをよ，り効率的に受け
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　られるようにするためには、医療と介護の機能分化と連携を推進レていくこ

　となどが必要であり。医療機関・介護事業所間の連携や医療職種・介護職種

　間の連携などを推進していくことが必要である。．

○　このため、質が高く効率的な急性期入院医療や回復期リハビリテーション．

　等の推進や、在宅医療や訪問看護、在宅歯科医療の推進など、医療と介護の

　機能分化と連携などに対する適切な評価にづいて検討するべきである。

O　その際には、医療職種はもちろんのこと、介護関係者をも含めた多職種間

　の連携な～に対する適切な評価についても検討するべきである。

（4）効率化余地があると思われる領域を適正化する視点

O　医療費は保険料や公費、患者負担を財源としており、国民の負担を軽減す

　る観点から、効率化の余地があると思われる領域については、その適正化を

　図ることが求められる。

○　このため、後発医薬品の使用促進や、・市場実勢価格等を踏まえだ、医薬品・

’医療材料・検査の適正評価などについて検討するべきである。・

○　また、相対的に治療効果が低くなった技術については、新しい技術への置

　き換えが着実に進むよう、適正な評価の在り方について検討するべきである。

皿　後期高齢者医療の診療報酬について

　合、複数の疾病に罹患しやすく、また、治療が長期化しやすいという高齢者

　の心身の特性等にふさわしい医療を提供するという趣旨・目的から設けられ

　たものであるが、行政の周知不足もあり、高齢者をはじめ国民の方々の理解

　を得られなかったところであり、また、中央社会保険医療協議会が行った調

　査によれば、必ずしも活用が進んでいない実態等も明らかになったところで

　ある。

　期高齢者医療制度本体の見直しに先行して廃止することとするが、このよう

　な診療報酬が設けられた趣旨・目的にも配慮しづつ、具体的な報酬設定を検

　討することとするべきである。　　　　　　・　　　，　　　・

0　75歳以上の方めみに適用される診療報酬については、若人と比較した場

○’ ｱのためぐ75歳，勝上という年齢に着目した診療報酬体票につ，いては・一後
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　た上で、国民、患者の医療ニーズに即した具体的な診療報酬の改定案の審議

　を進められることを希望する。

○　中央社会保険医療協議会におかれては、本基本方針の趣旨を十分に踏まえ

】V　終わりに　　・
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